
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は、令和６年の元旦に能登半島地域を震源地とした地震により、被害を受けられた

方々を支援するための『義援金募集活動』に温かいご支援をいただきありがとうございまし

た。 

事務局窓口に設置しておりました「義援金箱」へ多くの会員が、わざわざ窓口にお寄りくだ

さったり、就業先ごとに取りまとめをしてご協力いただいたりと、多くのご支援をいただき

ました。 

センターでは義援金の募集は、一旦２月２６日（月）に締め切り、皆さまからお預かりした

義援金を「中日新聞社会事業団」を通じ、被災地自治体へあてて送金をさせていただきました

ので、ご報告します。 

 なお、今回の「義援金金額」並びに「みよし市シルバー人材センター会員互助会」の団体名

称は中日新聞および石川県で発行する北陸中日新聞の紙面上に掲載されます。 

 

 被災地域の方々の復興にはまだまだ時間がかかります。一日も早い復興のお手伝いができ

るよう、事務局窓口の「義援金箱」の設置を継続します。今後も息の長い支援を続けて参りま

しょう!! 

Vol.70 

月刊 ～会員と事務局をつなぐハートフル通信～ 

Communication ３月号  



 

★令和６年度会員継続手続きについて★ 
  

１月配分金明細書と共に、「令和６年度会員継続」の更新手続きのご案内を同封し用紙を送

付しております。来年度も引き続き会員として就業を希望される方は、就業承諾書及び該当

の方は就労意欲等報告書を事務局へ提出してください。 

 

   ★提出期限：令和６年３月２９日（金）まで 

   ★書類提出時に免許証を保持している方は、窓口にて「運転免許証」の確認をします。 

 

★ゴールド会員制度について★ 
 

家族の介護や加齢、健康状態等の諸事情により就業は困難だが会員は継続したい方につい

ては、居場所作り等の一環として、令和６年４月１日から施行する「ゴールド会員制度」を利

用して会員の継続をすることができます。それにより、互助会活動やボランティア活動など

に会員と同じ条件で参加することができます。 

 

 ただし、ゴールド会員制度への登録には条件がありますので、同封の「ゴールド会員運用規

程」をご一読の上、該当するかどうかを確認し、「申出書」をご提出ください。 

 

 

  

 

センターでは、デジタル化推進の取り組みの一環として、みよし市

シルバー人材センターの「公式 LINEアカウント」を開設しています。 

LINE はセンターからのタイムリーなお知らせの発信や、就業に関

する連絡などを事務局、会員間でお互いにやりとりできるツールです。 

 

こちらのＱＲコードを読み取り、友達登録をお願いします。登録

後に何かメッセージを入れて送信いただくと、センターへ届きます!!  

  ※事務局に送ったメッセージは他の人には見られません。 

 

 

 

    ３月５日（水）会員日帰り研修会にお供してきました!今回はバス１台が満席で、

賑やかな研修となりました。長野県下條村で「そば打ち」を初体験。“美肌の湯”で有名な「昼

神温泉」の宿では豪華なランチを堪能し、元気な会員さん達と同じ時間を共に楽しみ、さらに

交流を深めることができました!!当日の記念写真などは LINE で送信することができますの

で、ご希望の方は LINE にメッセージをお願いします♡           【編集・校正 ogawa】 
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